
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

平

成

二

十

六

年

四

月

三

日 
 

参

議

院

経

済

産

業

委

員
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

イ
ン
フ
ラ
シ
ス
テ
ム
輸
出
な
ど
対
外
取
引
の
健
全
な
発
達
の
推
進
を
図
る
に
当
た
り
、
在
留
邦
人
や
日
系
企
業
等
の
安
全

対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、「
在
留
邦
人
及
び
在
外
日
本
企
業
の
保
護
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
の
提

言
及
び
犯
罪
被
害
者
等
施
策
推
進
会
議
決
定
を
踏
ま
え
、
海
外
で
の
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
経
済
的
支
援
制
度
の
創
設
及
び

労
災
保
険
制
度
の
運
用
改
善
な
ど
、
被
害
者
及
び
被
害
企
業
に
対
す
る
救
済
措
置
の
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
が
行
う
貿
易
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、「
民
間
で
で
き
る
こ
と
は
、
で
き
る
だ
け
民
間
に
委

ね
る
」
と
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
民
間
保
険
会
社
が
引
受
け
困
難
な
分
野
を
対
象
と
す
る
よ
う
、
詳
細
な
制
度
設
計
を
行
い
、

民
間
保
険
会
社
の
参
入
を
妨
げ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

三 

民
間
保
険
会
社
が
充
実
し
た
対
外
取
引
向
け
保
険
を
地
域
の
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
者
へ
提
供
で
き
る
よ
う
、
日
本
貿

易
保
険
に
よ
る
再
保
険
の
引
受
業
務
に
係
る
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
手
続
の
簡
素
化
に
努
め
る
こ
と
。 

 

四 

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
の
リ
ス
ク
管
理
及
び
保
険
金
査
定
等
の
業
務
運
営
、
内
部
統
制
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等

の
強
化
を
図
る
た
め
の
体
制
整
備
、
並
び
に
人
材
育
成
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


